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札幌市消費者教育イメージキャラクター 

本市では、平成 25 年３月に策定した「第２次札幌市消費者基本計画」において、「自ら

考え、判断することのできる消費者を育てるための消費者教育」という基本理念を掲げた。

この理念の実現にあたり、消費者自らが消費生活に関する様々なことを「知ろう」とする社

会の構築と、消費者教育のシンボルとして、「しろう（知ろう）くま」を平成 27 年度に制

作した。 

 

「しろうくま」 
「知ろう」という気持ちを常に大事にしている。少し老け顔。 

  

「くろうくま」 
消費者トラブルに巻き込まれがちで「苦労」が絶えない・・・。 
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1 消費生活相談 

札幌市消費者センターの設置 

昭和 30 年代、高度経済成長に伴い社会経済が大

きく変貌し、消費者問題も広範化、深刻化の様相が

強まった｡そうした中で、札幌市は、昭和 39 年に消

費者被害の救済と被害の拡大を防止するため消費

生活相談窓口を開設し、昭和 52 年には「札幌市消

費者センター」を設置した｡昭和 61 年には、全国消

費生活情報ネットワーク･システム（PIO-NET）を導

入し、情報の集積や分析等の効率化が図られた｡ 

さらに、平成 27 年９月にシステム更新が行われ、

新たに全国消費生活情報ネットワークシステム

（PIO-NET2015）となり、システムを活用してリアル

タイムによる消費者相談の把握、被害の未然防止を

図っている。 

また、「PIO-NET2015」が改修され、「PIO-NET2020」

が令和３年９月より稼働している。 

 

⑴ 概況 

① 相談受付状況 

相談件数は前年度より増加。不当請求も増加 

令和５年度の消費生活相談件数は9,734件で、前年度に比べて81件（前年度比0.8％）

の増加となった。（図 1）この内、はがきや電子メール等で身に覚えのない未納の料金

を請求されるなどの、いわゆる「不当請求」に関する相談件数は 570 件で、前年度に比

べて 13 件（前年度比 2.3％）の増加となった。（図２） 

 ●図１ 相談件数の推移（苦情・問合せ別）              （単位/件） 

 

 

 第 1 章 消費者被害の防止と消費者教育 

■「消費生活相談」受付体制 

（土・日・祝日・年末年始を除く） 

 

①来訪相談（面談） 
9：00～16：30 

 

②電話相談 

9：00～19：00 

（内、夜間相談 16：30～19：00） 

 

③インターネット相談 

着信日の翌開庁日に受付し、受 

付後５開庁日以内に回答 

 

④リモート相談 

事前予約の上、zoom を活用した 

相談を実施 
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 ●図２ 相談件数の推移（不当請求・不当請求以外別）         （単位/件） 

 

 

 ●図３ 月別相談件数の推移                     （単位/件） 
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相談方法別では、電話相談が最も多く 8,507 件（全相談件数の 87.4％を占める）、来

訪相談は 894 件（同 9.2％）、文書相談は 333 件（同 3.4％）となっており、電話相談

が増加している。 

また、この内インターネットで受け付けた相談は 308 件（同 3.2％）であった。（表

１・資料編 15 ページ表１） 

 

 ■表１ 相談方法別件数の推移                    （単位/件） 

 

 

② 相談者属性別相談件数 

50、60、40 代の順に相談が多い 

令和５年度の男女別の相談件数は、男性が 3,774 件、女性が 5,679 件で、構成比率は

男性が 38.8％、女性が 58.3％となっている｡（資料編 15 ページ表２） 

年代別では、50 代の相談が 2,009 件と全相談件数の 20.6％を占め、次いで 60 代、

40 代の順となっている｡（資料編 16 ページ表３） 

職業別では、給与生活者の相談が全相談件数の 48.2％と最も多く、次いで無職が

26.4％、家事従事者が 13.7％となっており、この三つで全体の 88.4％を占めている｡

（資料編 16 ページ表４） 

 

③ 品目別（大分類）相談件数 

保健衛生品が減少、レンタル・リース・賃貸が増加 

全相談件数を商品・役務別で分類すると、商品が 45.7％、役務が 52.7％であった｡ 

品目別の相談件数で最も多かったのが「レンタル・リース・賃貸（商品の賃貸借、不

動産の使用賃借など）」の 1,092 件で、全相談件数の 11.2％を占めた。以下「教養・娯

楽サービス」の 832 件（8.5％）、「運輸・通信サービス」の 804 件（8.3％）と続いて

おり、この３品目で全相談の 28.0％を占めている｡ 

前年度に比べ相談件数の減少が著しいのは「保健衛生品（美容液・化粧品・シャンプー

など）」で、前年度の 996 件と比べ 205 件の減少であった。逆に、増加が著しいのは

「レンタル・リース・賃貸」で、前年度の 960 件と比べ 132 件の増加となっている。（資

料編 17 ページ表５） 
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④ 処理結果 

助言（自主交渉）が 78.0％を占める 

相談後における処理結果において、最も多かったのが｢助言（自主交渉）｣の 7,594

件で全相談件数の 78.0％を占めた｡相談者からの依頼によりあっせんを行ったものは

690 件で、そのうち「あっせん解決」したものが 590 件、「あっせん不調」になった

ものが 100 件となっている｡（表２） 

なお、あっせん解決内容の合計件数については、１件の相談が複数の項目に当ては

まるため、表２の「あっせん解決」590 件を上回る。（表３） 

 

 ■表２ 相談処理結果                        （単位/件） 

 
 ■表３ あっせん解決内容                      （単位/件） 

 

〇 あっせんによる被害救済額 
  令和５年度における被害救済額  84,068,296 円 
〇 消費生活審議会（消費者苦情処理部会）への諮問・付託件数 
  令和５年度 ：０件 

※　複数項目に分類された解決内容を含むため、各項目の合計は、「相談処理結果」の
　あっせん解決件数とは一致しない。
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⑵ 契約当事者属性別相談状況 

20 代、60 代、70 代、80 代以上の年代で増加 

  契約当事者の年代別相談件数は、20 代、60 代、70 代、80 代以上及び年齢不明が前年

度に比べて増加している。（図４、資料編 18 ページ図１・表６） 

 

 ●図４ 契約当事者年代別相談件数の推移               （単位/件） 

 

 

① 若年層（10 代以下・20 代）の相談 

未成年者はインターネットゲーム、20 代は賃貸アパートの相談が多い 

   10 代以下と 20 代における若年層の相談件数は 1,316 件で全相談件数の 13.5％を占

め、前年度に比べて 30 件減少した｡（図５、資料編 18 ページ表６） 

   男女別では、女性が 59.0%で男性の 40.7％を 18.3 ポイント上回った｡職業別では、給

与生活者が 771 件と 58.7％を占め、次いで学生が 355 件で 27.0％となっている｡（資料

編 19 ページ表７） 

   商品・役務別では、10 代以下は「インターネットゲーム」の相談が 62 件で最も多く、

この年代の相談件数の 26.5％を占めている。次いで「脱毛エステ」、「商品一般」、「賃

貸アパート」となっている｡（本編８ページ表４） 

   20 代は「賃貸アパート」の相談が 171 件で最も多く、この年代の相談件数の 15.8％

を占めている。次いで「脱毛エステ」「役務その他サービス」、「出会い系サイト・ア

プリ」、「商品一般」となっている｡（本編８ページ表４） 

   なお、若年層のうち、小中高校生の相談件数は 135 件で、前年度に比べて 35 件の減

少となった。また、男女別では男子の相談が 58.5％を占めている｡（図６・資料編 19

ページ図２） 
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 ●図５ 契約当事者相談件数の推移（10 代以下・20 代）      （単位/件） 

 

 ●図６ 契約当事者小中高生別相談件数の推移          （単位/件） 

 

 

② 30 代から 50 代の相談 

30 代～50 代は賃貸アパートの相談が特に多い 

30 代～50 代の相談件数は 3,927 件で全相談件数の 40.3％を占め、前年度に比べて

119 件減少した｡（図７、資料編 19 ページ表８） 

男女別では、女性が 58.0％で男性の 42.0％を 16.0 ポイント上回った｡職業別では、

給与生活者が 2,547 件で 64.9％を占め、次いで無職が 650 件で 16.6％を占めている｡

（資料編 19 ページ表８） 

商品・役務別では、30代は「賃貸アパート」の相談が 180 件で最も多く、この年代の

相談件数の 17.5％を占めている。次いで「脱毛エステ」、「商品一般」、「役務その他

サービス」、「光ファイバー」となっている｡（本編８ページ表４） 

40 代も「賃貸アパート」の相談が 162 件で最も多く、この年代の相談件数の 12.7％

を占めている。次いで「商品一般」、「光ファイバー」、「他の健康食品」、「役務そ

の他サービス」となっている｡（本編８ページ表４） 

50 代も「賃貸アパート」の相談が 153 件で最も多く、この年代の相談件数の 9.4％を

占めている。次いで「商品一般」、「他の健康食品」、「携帯電話サービス」、「役務

その他サービス」となっている｡（本編８ページ表４） 
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 ●図７ 契約当事者相談件数の推移（30 代～50 代）         （単位/件） 

 
 
③ 高齢者層（60 代以上）の相談 

70 代、80 代以上は、商品一般の相談が多い 

60 代以上の高齢者層の相談件数は 3,428 件で全相談件数の 35.2％を占め、前年度に

比べて 86 件増加した｡（図８、資料編 19 ページ表９） 

男女別では、女性が 56.7％で男性の 43.1％を 13.6 ポイント上回った｡職業別では、

無職が 1,831 件で 53.4％を占め、次いで給与生活者が 752 件で 21.9％となっている｡

（資料編 19 ページ表９） 

商品・役務別では、60 代は、「賃貸アパート」が 121 件で最も多く、この年代の相談

件数の 8.6％を占め、次いで「商品一般」、「他の健康食品」、「乳液」、「携帯電話

サービス」となっている。（本編８ページ表４） 

70 代は、「商品一般」が 93 件で最も多く、この年代の相談件数の 7.1％を占め、次

いで「賃貸アパート」、「他の健康食品」、「携帯電話サービス」、「光ファイバー」

となっている｡（本編８ページ表４） 

80 代以上は、「商品一般」が 47 件で最も多く、この年代の相談件数の 6.7％を占め、

次いで「賃貸アパート」、「他の健康食品」、「電気」、「修理サービス」となってい

る｡（本編８ページ表４） 

 

 ●図８ 契約当事者相談件数の推移（60 代以上）          （単位/件） 
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 ■表４ 契約当事者年代別商品・役務別相談件数（各年代上位 10 品目）  （単位/件） 
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⑶ 商品・役務別相談状況 
賃貸アパートの相談が最も多く、20 代から 60 代の各年代で１位 

商品・役務別相談件数では、「賃貸アパート」が 972 件（前年度に比べて 132 件増加）

と最も多く、次いで「商品一般」が 729 件（同 28 件増加）、「他の健康食品」が 359 件

（同 31 件減少）の順となっている｡（表５） 

なお、契約当事者年代別での商品・役務別相談件数においては、20 代～60 代までの各

年代において、「賃貸アパート」に関する相談件数が 1 位となっている｡（資料編 20 ペー

ジ表 10） 

 ■表５ 商品・役務別相談状況（上位 25 品目）           （単位/件） 

 

   ※ PIO-NET2020 商品分類「第１商品 KW（小）」による分類 
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① 賃貸アパート 
退去時の修理費用の相談が多い 

                  ●図９ 「賃貸アパート」の推移   （単位/件） 

「賃貸アパート」に関しての相

談件数は 972 件で全相談件数

（9,732 件）の 10.0％を占め、前年

度に比べて 132件増加した｡（図９） 

男女別では、女性からの相談が

53.9％と、男性より多い。年代別で

は、20 代～50 代の相談が多く、「賃

貸アパート」に関する相談件数の 68.5％を占めている。（資料編 21 ページ表 11・12） 

相談内容としては、修理代についての相談が 402 件であり、このうちの多くが退去時

の修繕費用等についての相談であった。なお、修理代の金額は 20 万円未満が多いが、

30 万円以上の相談も一定数寄せられている。（資料編 21 ページ図３・表 13） 

 
 ② 商品一般 

前年度から増加。 

                  ●図 10 「商品一般」の推移    （単位/件） 

「商品一般」に関しての相談は

729 件で全相談件数の 7.5％を占

め、前年度に比べて28件増加した。

（図 10） 

男女別では、女性からの相談が

59.1％と、男性より多い。年代別で

は、40 代～70 代の相談が多く、「商

品一般」に関する相談件数の 51.8％を占めている。（資料編 22 ページ表 14・15） 

 

③ 他の健康食品 
前年度に引き続き減少。約２割は契約当事者年齢不明の相談。 

                  ●図 11 「他の健康食品」の推移   （単位/件） 

「他の健康食品」に関しての相

談件数は 359 件で全相談件数の

3.7％を占め、前年度に比べて31件

減少した。（図 11） 

男女別では、女性からの相談が

59.1％と、男性より多くを占めて

いる。年代別では、50代～70 代の

相談が多く、「他の健康食品」に関する相談件数の 50.4％を占めているが、年齢不明も

19.2％と多くを占めている。これは「第三者が本人になりすまして商品を注文された」

という、実際の契約当事者を特定できない相談が多く含まれているためである。（資料

編 22・23 ページ表 16・17） 
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④ 役務その他サービス 
前年度に引き続き増加傾向。50 代～70 代の相談が多い。 

                  ●図 12 「役務その他サービス」の推移（単位/件） 

「役務その他サービス」に関して

の相談件数は283件で全相談件数の

2.9％を占め、前年度に比べて 52 件

増加した｡（図 12） 

男女別では、女性からの相談が

54.4％と男性より多い。年代別で

は、20 代以上の年代で幅広く分布し

ているが、50 代～70 代で「役務その他サービス」に関する相談件数の 39.5％を占めて

いる。（資料編 23 ページ表 18・19） 

 

⑤ 光ファイバー 

前年度減少するも再び増加。 

                  ●図 13 「光ファイバー」の推移（単位/件） 

「光ファイバー」に関しての相談

件数は 226 件で全相談件数の 2.3％

を占め、前年度に比べて 15 件増加

した。（図 13） 

男女別では、男性からの相談が

47.3％、女性からの相談が 48.2％で

ほぼ同率である。年代別では、20 代

以上の年代で幅広く分布しているが、50 代～70 代で「光ファイバー」に関する相談件

数の 48.7％を占めている。（資料編 24 ページ表 20・21） 
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⑷ 販売購入形態別の相談状況 

通信販売の相談が最も多い。構成比に大きな変動はない。 

販売購入形態別では、「通信販売」の相談が 3,473 件で最も多く、前年度と比べて 193

件減少したものの、全相談件数に占める構成比はほぼ横ばいだった。次いで、「店舗購入」

の相談が 1,914 件で、前年度に比べて 69 件減少している。「訪問販売」の相談は 608 件

で前年度に比べて 119 件の増加となっている。（表６） 

 

 ■表６ 販売購入形態別に見た相談件数の推移              （単位/件） 

 
 

通信販売は 50 代・60 代、店舗購入は 20 代以上の幅広い年代で、訪問販売は 70

代以上、マルチ販売は 20 代で多かった。 

年代別でみると、特に相談件数が多かった「通信販売」は 50 代・60 代、「店舗購入」

は 20 代から 80 代以上の幅広い年代で相談が寄せられていた。 

「訪問販売」は 70 代以上、「電話勧誘販売」は 20 代から 80 代以上の幅広い年代、「訪

問購入」の相談件数は 80 代以上が各年代の中で最も多くなっている。 

なお、10 代以下の相談は、「通信販売」に関する相談が突出して多かった。（表７） 

 

 ■表７ 販売購入形態別・年代別相談件数              （単位/件） 
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⑸ 販売方法別による相談状況 

サイドビジネス商法が最も多く、20 代の相談が突出して多い 

販売方法別に見た最も多い相談は、「サイドビジネス商法」の 187 件で、次いで｢無料

商法」、｢利殖商法｣、｢マルチ商法｣、｢当選商法｣の順となっている｡（表８） 

各販売方法を年代別に見ると、｢サイドビジネス商法｣は 20 代の相談が突出している。 

「無料商法」及び「利殖商法」は 20～70 代と幅広く、｢マルチ商法」は 50 代、｢当選商

法」は 70 代の相談が多くなっている｡（表８、資料編 24 ページ図４） 

 

 ■表８ 契約当事者年代別相談件数                   （単位/件） 

 

① サイドビジネス商法 

前年度からほぼ横ばい 「他の内職・副業」の相談が多い 

在宅で仕事ができるとインターネットや電話などで勧誘し、仕事のために必要である

として高額な商品の契約をさせる商法。勧誘時の説明ほど収入が得られず、支払だけが

残る場合がほとんどである｡収入の有無が分かるまでに時間を要するため、クーリング・

オフが適用されない場合が多い。中には消費者金融を利用させられる場合もある｡ 

相談件数は 187 件で、前年度に比べて２件増加し、男女別では、女性からの相談が

71.1％となっている｡（資料編 25 ページ表 22） 

年代別では、20 代の相談が突出しており、43.3％と最も多くなっている。（資料編 25

ページ表 23） 

販売上の問題点では、「詐欺」が最も多く、次いで「クレ・サラ強要商法」、「書面

不交付」となっている｡（資料編 25 ページ表 24） 

商品・役務別では、「他の内職・副業」が最も多く、63 件の相談が寄せられている｡

（資料編 25 ページ表 25） 

 

 ② 無料商法 

前年度に比べやや減少「祈とうサービス」の相談が多い 

｢無料サービス｣、｢無料期間中｣、｢無料御招待｣など、｢無料｣又は｢ただ同然｣をセール

ストークとして消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを契約させる商法。 

相談件数は 157 件で、前年度に比べて 11 件減少している。男女別では、女性からの

相談が 51.0％と多く、年代別では、20 代～70 代の幅広い年代から相談が寄せられてい

る。（資料編 26 ページ表 26・27） 

販売上の問題点では、「連絡不能」、「説明不足」、「虚偽説明」が多くなっている｡

（資料編 26 ページ表 28） 

販売方法 件数 10代以下 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代～ 不明

サイドビジネス商法 187 8 81 33 27 19 11 8 0 0

無料商法 157 4 22 12 15 34 18 20 5 27

利殖商法 98 1 16 11 7 23 21 18 0 1

マルチ商法 44 0 6 6 6 15 3 5 1 2

当選商法 23 0 3 1 2 2 4 9 2 0
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商品・役務別では、「祈とうサービス」「電気口腔洗浄機」「光ファイバー」が上位

となっている｡（資料編 26 ページ表 29） 

 ③ 利殖商法 

前年度に比べ大幅増 「金融」に関する相談が多い 

高齢者や専門知識に疎い者を対象として「必ず値上がりする」「必ず儲かる」などと

利殖になることを強調して投資や出資を勧誘する商法。 

相談件数は 98 件で、前年度に比べて 41 件増加した｡男女別では、女性が 56.1％と男

性に比べて多く、年代別では、50 代が 23.5％と最も多く、次いで 60 代の 21.4％となっ

ている｡（資料編 27 ページ表 30・31） 

販売上の問題点では「詐欺」が最も多く、次いで「連絡不能」、「約束不履行」となっ

ている。（資料編 27 ページ表 32） 

商品・役務別では、「金融コンサルティング」、「金融関連サービスその他」に関す

る相談が最も多く、次いで「ファンド型投資商品」となっている。平均購入金額では、

「外国為替証拠金取引」に関する相談が最も高額で 1,000 万円超、次いで「ファンド型

投資商品」に関する相談が 400 万円超となっている｡（資料編 27 ページ表 33） 

 

 ④ マルチ商法 

前年度に比べやや減少「ファンド型投資商品」「金融関連サービス」の相談が多い 

販売組織の加入者が、次々と他の人を自分の組織に加入させ、加盟料や商品購入代金

支払により利益の配分を得る商法｡儲け話に乗って販売組織に加入し、友人などを勧誘

するが、行き詰まる場合がほとんどである｡ 

相談件数は44件で、前年度に比べて６件減少している。男女別では、女性からの相談

が66.0％と多く、年代別では50代が34.1％を占めている。（資料編28ページ表34・35） 

販売上の問題点では、「クレ・サラ強要商法」（クレジットの借入やサラ金等で無理

に資金を調達させる）が最も多く、次いで「強引」な勧誘となっている｡（資料編28ペー

ジ表36） 

商品・役務別では、「ファンド型投資商品」が最も多く、次いで「金融関連サービス

その他」となっている｡（資料編28ページ表37） 

 

 ⑤ 当選商法 

前年度に比べ大幅に減少 「迷惑メール」「詐欺」の相談が最も多い 

日用品などの景品を付けることや、ポイントの付与、キャッシュバックや値引きで契

約を勧誘し、商品や役務の契約をさせる商法。 

相談件数は 23 件で、前年度に比べ 20 件減少し、男女別では、女性からの相談がやや

多く、56.5％を占めている。また、年代別では 70 代の相談が最も多く、39.1％を占め

ている。（資料編 29 ページ表 38・39） 

販売上の問題点では、「迷惑メール」「詐欺」が最も多くなっている｡（資料編 29 ペー

ジ表 40） 

商品・役務別では、「教養・娯楽サービスその他」が最も多くなっている。（資料編

29 ページ表 41） 
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⑹ 事業者指導状況 

札幌市消費生活条例、札幌市不当な取引行為に該当する行為の基準を定める規則等に基

づき、事業者に対し指導を行った。（表９） 

 

■表９ 措置別指導件数 （単位/件） 

措置内容  令和３年

度  

令和４年

度  

令和５年

度  

条例や規則に基づかない措置  助  言  17 16 35 

注意喚起  11 5 11 

条例や規則に基づく措置  指
導 

（口頭）  0 0 0 

（文書）  0 2 1 

勧  告  1 1 1 

公  表  0 0 0 

合計  29 24 38 

※ 同一事業者に複数の措置を行った場合は、それぞれ計上している。 

※ 「助言」とは、事業者からの自発的指導要望に対して意見を伝えたものなどを指す。 

※ 「注意喚起」とは、不当な取引行為の未然防止に向け注意を促したものなどを指す。 

 

＜令和５年度の主な措置内容＞ 

① 「勧告」 不動産賃貸事業者 

不動産賃貸業者が契約書類に不実の記載をして契約を締結し、また、消費者等からの

苦情に対応しなかったため、是正するよう勧告を実施した。  

② 「文書指導」 通信サービス事業者  

通信サービス事業者が「アンテナの点検」などと称して居宅に立ち入り、インターネッ

トや携帯電話サービス等の勧誘活動を行っていたため、是正するよう文書指導を実施し

た。 

 

⑺ 危害･危険情報 

危害情報は減少、危険情報は増加した 

危害･危険を合計した件数は 200 件で、前年度に比べて 21 件減少した。 

商品等の使用で人身に危害が生じたという相談（危害情報）は 171 件で、前年度に比べ

て 30 件減少した。 

また、危害には至らないが、人身事故の恐れがあったと思われる相談（危険情報）は 29

件で、前年度に比べて９件増加した｡（表 10） 

 

 ■表 10 危害・危険の相談件数の推移    （単位/件・％） 
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① 危害情報 

乳液による皮膚器障害が最も多い 

商品・役務別では「乳液」についての相談が 16 件で最も多く、次いで、「他の健康

食品」、「医療サービス」、「整体」の順となっている｡（表 11） 

また、危害内容別では、「皮膚障害」についての相談が 59 件で最も多く、次いで、

「その他の傷病及び諸症状」、「消化器障害」の順となっている｡（表 12） 

 

 ■表 11 商品・役務別に見た危害の相談件数             （単位/件） 

 

 

■表 12 危害内容別相談件数                     （単位/件） 

 
 
 ■表 13 危害程度別相談件数                     （単位/件） 

 
 
② 危険情報 

スマートフォン、家電製品の過熱や発煙・火花の内容が多い 

危険内容は、「加熱・こげる」、「発煙・火花」が多くなっている｡（表 14） 
 

 ■表 14 危険内容別相談件数                     （単位/件） 
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2 商品テスト 
商品テスト室においては､消費生活相談の解決を図るため苦情処理テストを実施するほか､

消費者の商品選択に役立つ情報を提供する目的で市販品を買い上げ､品質等に係る試買テス

トを行っている｡ 

また､体験テスト室では児童､生徒を含む一般市民を対象とした体験テスト講座を実施、学

校等への講師を派遣した体験テストも実施している。 
 

⑴ 商品テスト受理状況 

令和５年度の商品テスト受理件数は、苦情処理テスト２件と問い合わせ 11 件の計 13 件

であった。苦情処理テストについては、打ち直し後の布団わたが綿であるかどうか、Ｔシャ

ツの素材が綿 100％であるかどうかテストした。 

   

⑵ 試買テスト 

自転車用ヘルメットの安全性と使用テストについて 

改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日から自転車利用者のヘルメット着用

が努力義務化されたが、ヘルメットを装着することに抵抗を感じる人、関心が薄い人も多

いのが現状である。 

そこで、自転車用ヘルメットに関する規格の比較、モニターによる使用テスト等を通じ

て、ヘルメットを選ぶ際の注意点について情報提供し、ヘルメットへの関心の拡大ひいて

は事故被害軽減を図ることを目的として、市内実店舗で販売されている５品目及びイン

ターネットショップで販売されている５品目の合計 10 品目を購入し、調査を実施した。 

調査の結果、店舗販売品とインターネットショップ販売品との間で表示や規格に大き

な差があることが判明した。店舗販売品については、必要な表示事項や取扱説明書等が

揃っている一方で、インターネットショップ販売品については、表示事項に誤情報が記載

されていたり、安全規格の偽証が疑われる商品があったりした。 

また、モニターによるアンケート調査では、デザインを重視する傾向が強い一方で、安

全性に関する認識が低いことが判明した。装着テストでは、ヘルメットを正しく装着でき

たのは 21 名中３名のみであり、正しい装着方法の啓発が必要である。 

なお、これらの結果はホームページにおいて公表している。 

（https://www.city.sapporo.jp/shohi/01-shohi/05-information/sibai.html）
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3 表示の適正化のための調査等 

平成 24 年４月１日から、家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法及び電気用品安全

法の立入検査等に係る事務権限が法定移譲され、同年度から市内の販売店等に対して表示等

が適正であるのか立入検査を実施している｡ 

 なお、家庭用品品質表示法及び消費生活用製品安全法に基づく立入検査等は、平成 14 年

度から道条例に基づき権限移譲を受け当該検査等事務を実施していた。 

 また、食品表示法（品質事項）に基づく表示の適正化について、平成 28 年４月１日から

事務権限が法定移譲され、事業者に対して指導を行っている。 

 

⑴ 法の目的 

① 家庭用品品質表示法（昭和 37 年法律第 104 号） 

一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのな

いように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者

の利益を保護することを目的に制定された。 

 

 ② 消費生活用製品安全法（昭和 48 年法律第 31 号） 

消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特

定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せ

て製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保

護することを目的として制定された。 

 

 ③ 電気用品安全法（昭和 36 年法律第 234 号） 

電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事

業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止

することを目的に制定された。 

 

 ④ 食品表示法（平成 25 年法律第 70 号） 

食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を

確保するため、食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合

して、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度として制定された。 

 

⑵ 立入検査等概要 

① 家庭用品品質表示法 

家庭用品については、６品目（靴下、水筒、歯ブラシ等）を検査対象品目として選定

し、９店舗にて 857 点を立入検査した結果、いずれも不適正な表示は無かった。 

 

② 消費生活用製品安全法 

消費生活用製品については、国が検査対象品目として指定した特定製品のうち 12 品

目（登山用ロープ、石油ストーブ等）について、８店舗にて 389 点を立入検査した結果、

いずれも不適正な表示は無かった。 
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 ③ 電気用品安全法 

電気用品（電源コンセントを使用する家電製品、モバイルバッテリーなど）５品目に

ついては、電気用品安全法で定められた安全規格を満たしていることを示す表示（ＰＳ

Ｅマーク）が表示されているかの検査を実施しており、30 店舗にて 611 点を立入検査

した結果、いずれも不適正な表示は無かった。 

 

④ 食品表示法 

表示に疑義があるとして 18 件の調査を実施した。そのうち 12 件について不適正表示

が見受けられたことから、直ちに修正するよう食品関連事業者へ口頭指導を行い、是正

されたことを確認した。 

また、食品表示に関する問い合わせ 179 件に回答した。問い合わせの内容は、名称、

原材料、原産地、原産国、内容量、表示責任者等、多岐にわたっている。食品表示法、

食品表示基準、食品ごとの公正競争規約、有機 JAS 規格、牛や米のトレーサビリティ法

等、様々な法制度に基づき回答している。 
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４ 消費者教育 

消費生活に関する知識を普及させ、消費者被害を未然に防止するため、消費者の年代や特

性に応じた幅広いニーズへ柔軟に対応できる各種講座の充実を図るとともに、学校や自主的

に消費者教育へ取り組む団体等と連携して消費者教育の推進を図っている。 

令和５年度についても、各教育段階での消費生活に関する知識の普及及び消費者被害の未

然防止のため、副教材や冊子の制作・配布を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生向け教材（ワークシート）     小学生向け教材   若者向け啓発冊子 

 

●消費者教育事業の実績一覧は資料編 30～31 ページに掲載 

 

５ 消費者啓発・広報 

消費者が「消費者市民社会」を形成する一員として積極的に参画できるよう、自立した消

費生活を営むために必要な知識の普及、情報の提供などを行っている。 

令和５年度は、ラジオ・テレビなどのマスコミや、ホームページ・SNS などで消費者トラ

ブルの手口や対処法に関する情報を提供したほか、地下鉄駅ホーム柵と車内ドア横に消費者

センターを案内するステッカーを掲示した。 

また、新たに「訪問購入」「ロードサービスのトラブル」をテーマにした啓発動画を制作

し、テレビ CM や YouTube、TVer への WEB 広告や、街頭ビジョンで動画を放映し、啓発を行っ

た。 

 

   

               

●啓発・広報事業の実績一覧は資料編 32～36 ページに掲載 
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6 消費者被害防止ネットワーク事業 

高齢者及び障がい者の消費者被害の早期発見・救済、拡大防止に努めるため、平成 20 年

度から「消費者被害防止ネットワーク」事業を実施し、支援活動を行う消費生活推進員の

配置や、消費者トラブルの発見の担い手である地域包括支援センターをはじめとする高齢

福祉関係機関、障がい者相談支援事業所などの障がい福祉関係機関、民生委員、町内会、

NPO、北海道警察などと連携し事業を推進している。 

平成 28 年度から、見守りの担い手を拡充するため、地域で活動する様々な企業や団体、

個人がそれぞれの日常の活動の中で、消費者被害防止の啓発等を行い、高齢者等の見守りを

推進する「消費生活サポーター」制度を開始した。 

令和５年度は、社会福祉協議会や中央区地域包括支援センターと連携した講師派遣型の消

費生活サポーター養成講座を実施したことにより、消費生活サポーター（個人）の登録数が

増加した。 

また、町内会などからの依頼により、ボランティアの消費生活推進員を講師として派遣し

て行うミニ講座において、地区図書館への派遣講座やオンラインによる講座を取り入れて実

施している。 

 

●消費者被害防止ネットワーク事業の実績一覧は資料編 37～39 ページに掲載 

 

    
消費生活サポーター養成講座（対面）の様子    消費生活サポーター養成講座（オンライン）の様子 

 

 
ミニ講座（オンライン）の様子 
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1 物価対策 

市民の消費生活の安定と向上を確保するためには、消費者の利益擁護や意識づくりとともに、物

価の安定と日用品の安定的な供給が必要である｡ 

このため、札幌市においては、主要な食料品･日用品などの価格や需給動向の実態調査あ

るいは各種情報の収集、また関係業界への協力要請、さらに市民への情報提供などの物価対

策を実施している｡ 

 

⑴ 消費者物価の概況 

① 全国の動向 総務省統計局「2023 年（令和５年）平均消費者物価指数の動向」より 

年 動向 

平成 26 年 4 月に消費税率が 5％から 8％に改定されたほか、食料、エネルギーなどが上昇したこ

とにより、2.7％の上昇となった。 

平成 27 年 原油価格下落が続き、ガソリンを初めとする石油製品が大きく下落した一方、食料や

教養娯楽を中心に幅広い品目で上昇が見られ、0.8％の上昇となった。 

平成 28 年 8 月下旬の北海道への台風上陸、9 月の東北地方や関東地方の長雨などの天候不

順により生鮮野菜が上昇した一方で、電気代、ガソリン代などが引き続き下落した影響

で、総合指数は 0.1％の下落となった。 

平成 29 年 総合指数は平成 27 年を 100 として、100.4 となり、前年に比べて 0.5％の上昇と、2 年

ぶりに上昇した。 

平成 30 年 原油価格上昇によるガソリン、電気代などの上昇、夏の高温・少雨などによる生鮮野

菜の上昇、4 月の診療報酬改定や 8 月の高額療養費の負担上限額引き上げによる診療

代の上昇などにより、総合指数は 1.0%の上昇となった。 

令和元年 10 月に消費税率が 8％から 10％に改定されたほか、生鮮食品を除く食料、エネル

ギーなどが上昇した一方で、10 月から幼児教育・保育無償化が導入されたことによる幼

稚園保育料及び保育所保育料の下落した影響で、総合指数は 0.5％の上昇となった。 

令和２年 食料、住居、教養娯楽用品が上昇した一方で、水道・高熱、交通・通信（ガソリンな

ど）、教育（幼稚園保育料など）、教養娯楽サービス（宿泊料など）、諸雑費（保育園保育

料など）が下落したため、総合指標は前年と同水準であった。 

令和３年 大手通信事業者各社からスマートフォン向けの低廉な料金プランの提供開始による

通信料が下落した一方で、原油価格の上昇によるガソリン、灯油等の上昇、「Go To トラ

ベル事業」の反動による宿泊料の上昇などにより、総合指標は 0.3％の上昇となった。 

令和４年 ウクライナ情勢などによる原油価格の上昇や国際的な原材料価格の上昇、円安を背

景に、エネルギー価格や生鮮食品を除く食料価格の上昇、10 月から「全国旅行支援」に

よる宿泊料の下落があったものの、総合指標は 2.5％の上昇となった。 

令和５年 原材料価格や輸送費の上昇による生鮮食品を除く食料の上昇、原材料価格の上昇

や需要回復などによるサービスの上昇、資源価格の下落や「電気・ガス価格激変緩和対

策事業」によるエネルギーの下落があったものの、総合指標は 3.2％上昇した。 
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② 札幌市の動向 

 総務省統計局が毎年作成している令和２年を 100 とした場合の消費者物価指数によ

ると、全国の令和５年の消費者物価指数は前年比 3.2％の上昇であった。 

 札幌市は、「光熱・水道」がやや下落した一方、「食料」「家具・家事用品」等多く

の項目で上昇したことから、総合で前年比 3.7%の上昇となった。 

 

■消費者物価指数（全国） 令和 2 年（2020 年）=100 とする 

  H26 

2014 

H27 

2015 

H28 

2016 

H29 

2017 

H30 

2018 

R1 

2019 

R2 

2020 

R3 

2021 

R4 

2022 

R5 

2023 

総
合 

指数 97.5 98.2 98.1 98.6 99.5 100.0 100.0 99.8 102.3 105.6 

前年比（%） 2.7 0.8 -0.1 0.5 1.0 0.5 0.0 -0.2 2.5 3.2 

 注）前年比は各基準年の公表値による 

 

■消費者物価指数（札幌市） 令和 2 年（2020 年）=100 とする 

  H26 

2014 

H27 

2015 

H28 

2016 

H29 

2017 

H30 

2018 

R1 

2019 

R2 

2020 

R3 

2021 

R4 

2022 

R5 

2023 

総
合 

指数 97.2 97.7 97.2 98.2 99.8 100.3 100.0 99.9 102.9 106.8 

前年比（%） 2.8 0.6 -0.5 1.1 1.5 0.6 -0.3 -0.1 3.1 3.7 

 注）前年比は各基準年の公表値による 

 

⑵ 物価安定対策 

① 生活用品等の価格及び需給動向の調査･監視 

＜札幌市消費生活条例第 25 条に基づく調査＞ 

・ 生活関連商品小売価格調査(生鮮食品、加工食品、日用品) 

・ 石油製品小売価格調査（灯油、ガソリン、軽油、プロパンガス） 

・ 年末年始における生活関連商品の需給動向・価格見直しに関する調査(生鮮食品、

石油製品) 

＜他機関との情報共有＞ 

・北海道地域灯油意見交換会 

② 消費者への情報提供 

  ホームページ、消費者センター展示コーナー及び報道機関への情報提供などにより

消費者への情報提供を行ってる。 

③ 要望活動等 

「令和６年度札幌市重点要望」の要望事項として「石油製品の価格安定と安定供給

確保」を盛り込み、７・８月に国の関係機関等に直接要望活動を実施。 
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２ 生活関連商品の価格調査 

物価安定対策の一環として、札幌市消費生活条例第 25 条に基づき、生活関連商品につい

て定期的に価格調査を実施している｡ 

 

■調査の概要 

毎月、市内の販売店等を対象に電話聴取や現地調査等による価格調査を行い、価格情報を

把握｡ 

さらに、こうして得られた情報をはじめ、物価や生活用品等の需給に関する情報を迅速に

消費者に提供している｡ 

 

① 調査品目 
市民生活に関連の深い生活関連用品のうち、石油製品４品目、食料品 29 品目、日用

品５品目を毎月定期的に調査｡ 

なお、食料品 29 品目、日用品５品目については、平成 22 年度に行われた事業仕分け

の結果を受けて調査を休止していたが、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、

平成 26 年度に再開。また、令和元年 10 月１日に消費税率が 10％に引き上げられたこ

とから、引き続き同調査を継続して実施している。 

 

② 調査店舗 

(ｱ) 石油製品 

店舗の立地状況等を勘案して、市内のガソリンスタンド 60 店舗（フルサービス

40 店舗・セルフサービス 20 店舗）と燃料店 60 店舗の合計 120 店舗を調査対象店

舗とした。 

(ｲ) 食料品及び日用品 

店舗形態や店舗の立地状況等を勘案して、系列店や一般小売店などを対象に、全

市で 30 店舗を調査対象店舗とした。 
 

③ 調査方法 

(ｱ) 石油製品 

毎月 10 日と 25 日の月２回、販売店に電話にて、実際に販売している価格を聴き

取り調査した。 

(ｲ) 食料品及び日用品 

毎月上旬に直接店舗を巡回し、実際に販売している小売価格を調査した。 

 

●調査品目別平均価格は資料編 40～41 ページに掲載 
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３ 石油製品等の価格安定対策

石油製品の価格及び需給動向の調査監視を行うほか、物価環境に応じて必要かつ適切な

諸施策を推進している｡ 

令和５年度も、昨年に引き続き政府による石油製品元売り各社に対する補助が実施され

ていた。 

 

⑴ 石油製品の価格推移 

① 灯油価格について 

■多量配達１㍑・消費税込み 

最高値 1 ㍑ 124.84 円 R5.9.8 調査 

最安値 1 ㍑ 113.34 円 R5.6.9 調査 

平均 1 ㍑ 117.74 円 令和 5 年度 

 

 

② ガソリン価格について 

■レギュラー（フルサービス）１㍑・消費税込み 

最高値 1 ㍑ 184 円 R5.8.25 調査 

最安値 1 ㍑ 162 円 R5.5.10 調査 

平均 1 ㍑ 172 円 令和 5 年度 

 

 
⑵ 石油製品に関する対応 

① 家庭用灯油 

家庭用灯油は、積雪寒冷地に生活する市民にとって極めて重要な生活物資であることか

ら、定期的に調査･監視し、需給及び価格の安定に努めている｡ 

調査･監視で得られた情報は本市の広報手段を通じ、広く市民に提供するとともに、

報道機関にも協力要請している｡価格の安定については、必要に応じて国･流通業界･団

体などへ要請を行っている。 

 

② 家庭用プロパンガス 

 家庭用プロパンガスは、都市ガスと並んで市民が使う燃料として、極めて重要な生

活物資である。 

 また、料金は自由価格であり販売店によって異なることから、価格動向について毎

月定期的に調査・監視し、これらの価格情報を報道機関などの広報手段を通じて広く

市民に情報提供している｡ 

 

●石油製品価格に関する統計は資料編 41～42 ページに掲載 
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4 年末年始の物価対策 

年末年始には生活関連商品の需要が増大することから、生活関連商品に関係する事業者、

業界団体計８団体及び札幌市中央卸売市場の協力を得て、年末年始における各商品の需給動

向及び価格動向に関する調査を行った。 

その結果については、ホームページ及び報道機関を通じて消費者に情報提供した（令和５

年 12 月 19 日付けプレスリリース）。 

⑴ 協力を得た事業者及び業界団体 

①札幌みらい中央青果株式会社 ⑤一般社団法人北海道 LP ガス協会石狩支部 

②カネシメ髙橋水産株式会社 ⑥ホクレン農業協同組合連合会 

③札幌食肉卸業協会 ⑦北海道製麺協同組合 

④札幌地方石油業協同組合 ⑧日糧製パン株式会社 

 

⑵ 調査時期 

令和５年 11 月下旬 

 

⑶ 概要 

① 青果物 

調査対象の 17 品目中、前年と比べ、安値が１品目、やや安値３品目、前年並み３品

目、やや高値５品目、高値５品目となった。出荷量の減少によりやや高値～高値の品

目が多い傾向にある。 

② 水産物 

調査対象の 14 品目中、前年と比べ、安値が２品目、やや安値が１品目、前年並み６

品目、やや高値４品目、高値１品目となった。原料費が下落しても経費の増加により

前年並みの傾向がある。 

③ 畜産物 

「国産牛肉」、「国産鶏肉」、「羊肉」は前年と比べ、やや安値の見込みである

が、「輸入牛肉」、「豚肉」、「輸入鶏肉」、「ロースハム」はやや高値と見込む。

輸入品は国内在庫の減少からやや高値傾向が見られる。 

④ その他食料品 

  「鶏卵」は前年並みの見込み。「もち米」、「生そば」、「ラーメン」、「小麦

粉」、「パン」はやや高値、「黒豆」は高値の見込み。「生そば」、「ラーメン」、

「パン」は原材料価格やその他経費の高騰から、やや高値傾向にある。 

⑤ 石油製品 

「灯油」、「プロパンガス」は前年並みの見込み、「レギュラーガソリン」、「軽 

油」はやや高値の見込み。 

●年末年始の生活関連商品に関する一覧表は資料編 43 ページに掲載 
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第 3 章 計量適正化の推進 
1 特定計量器定期検査 

⑴ 検査方法 

① 検査方法等 

計量器の適正な使用と正確な計量の実施を確保するため、計量法に基づき商店、市

場、病院及び学校等が取引又は証明用に使用している｢はかり｣の検査を、次の方法で

2年に1回実施している｡(市内を２つの区域に分け、隔年で定期検査を実施している。

西暦が奇数の年は北･東･白石･厚別･豊平･清田区、偶数の年は中央･南･西･手稲区) 

 

●定期検査の結果については資料編 44～45 ページに掲載 

        

 所在場所定期検査 持込検査 

検査方法 
全検査対象事業所を「はかり」の設置場

所にて検査。 

所在場所定期検査を受けることができな

い、又は使用者が直接検査所に「はか

り」を持参して検査することを希望する

場合は、当所にて検査をする。 
検査周知 

全検査対象事業所に検査案内通知書を発

送。 

検査漏れ防止策 
検査と並行し、巡回先で調査した新規事

業所を随時検査。 

不合格計量器の措置 

•検定証印を抹消し、必要により不合格証を貼付する。 

また、使用者に「不合格特定計量器処理報告書」を手交し、事後の処置状況を報告さ

せる。 

•報告の無いものについては、立入検査で調査する。 

 

 

② 特定計量器定期検査に使用する証紙類 

 

 
店頭掲示ステッカー 

直径 150ｍｍ 

 

 
合格証 

縦 30ｍｍ・横 26ｍｍ 

 
不合格証 

60ｍｍ 

 

 

 
免除シール 

 
精度確認シール 

 
精度確認シール 

 縦 30ｍｍ・横 26ｍｍ 縦 21ｍｍ・横 26ｍｍ 縦 26ｍｍ・横 26ｍｍ 
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2 立入検査 

⑴ 特定計量器立入検査 

商取引に使用されている各種計量器のうち、市民生活に関係の深い器種について、使

用している事業所・店舗などを対象に、重点的に精度の確認と適正使用の指導を行って

いる｡ 

① 燃料油メーター(灯油宅配用タンクローリーメーター)  

(ｱ) 検査概要 

厳寒期の長い本市では、家庭用暖房燃料として高い比率で灯油が使用されており、

その取引のほとんどがタンクローリーによる宅配販売であることから、毎年灯油購

入シーズン前に計量器の器差検査と有効期間の確認など(外観検査)を実施。 

(ｲ) 検査期間  令和５年９月１２日～９月１５日 

(ｳ) 検査内容及び措置 

内容 区分 措置 検査後の措置 

・外観検査 

（検定証印の有無・ 

 有効期間の確認） 

・器差検査 

 （使用公差±１％ 

   以内） 

適正 

 

・適正ステッカーを交付

する。 

 

－ 

不適正 

・検定証印なし 

・有効期間切れ 

 ・器差不良 

 ・その他 

・検定証印抹消、使用禁

止シール貼付、不適正票

交付及び不適正計量器措

置報告書を交付のうえ、

３週間以内に修理し再検

定を受け、措置報告書の

提出を求める。 

 

・３週間以内に修理が完

了し、再検定を受けたと

きは、措置報告書に北海

道計量検定所で発行する

「検定合格証明書」を添

付して、報告を受ける。 

・報告を受けたときは、

適正ステッカーを交付す

る。 

   
         適正ステッカー 
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② 燃料油メーター立入検査(自動車等給油メーター)  

(ｱ) 検査概要 

当該メーターを設置している事業所(ガソリンスタンド)に立ち入り、メーター有

効期間の確認及び各事業所の所有しているメーターの一部を対象に器差検査を実施。 

(ｲ)  検査期間  令和５年９月２６日～１０月１２日 

(ｳ) 検査内容及び処置 

内容 区分 検査時の措置 検査後の措置 

・外観検査 

（検定証印の有無、有

効期間の確認） 

・器差検査 

（使用公差±１％以

内） 

適正 ・適正である旨を通知する。 

－ 

不適正 

・検定証印なし 

・有効期間切れ 

・器差不良 

 ・その他 

・不適正計量器措置報告書を交

付のうえ、３週間以内に修理し

再検定を受け、措置報告書の提

出を求める。 

 

③ ガスメーター立入検査（都市ガス） 

(ｱ) 検査概要 

都市ガス供給事業者及び LP ガス販売事業所に立ち入り、一般家庭に設置してい

るガスメーターの検定有効期間内の使用が順守されているか、台帳による検査を

実施。 

(ｲ)  検査期間  令和５年５月１２日 

(ｳ) 検査内容及び処置 

内容 区分 検査時の措置 検査後の措置 

・台帳検査 

適正 ・適正である旨を通知する 

－ 不適正 

・有効期間切れ 

・不適正な部分があったことを通

知し、改善を指導する。 

 

④ ガスメーター立入検査（LP ガス） 

(ｱ) 検査概要 

LP ガス販売事業所に立ち入り、一般家庭に設置しているガスメーターの検定有

効期間内の使用が順守されているか、台帳による検査を実施。 

(ｲ)  検査期間  令和５年６月７日～７月４日 

(ｳ) 検査内容及び処置 

内容 区分 検査時の措置 検査後の措置 

・台帳検査 

適正 ・適正である旨を通知する 

－ 不適正 

・有効期間切れ 

・不適正な部分があったことを通

知し、改善を指導する。 
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⑤ 水道メーター立入検査 

(ｱ) 検査概要 

水道局本局に立ち入り、各戸に設置している水道メーターの検定有効期間内の使

用が順守されているか、台帳による検査を実施。  

(ｲ)  検査期間  令和６年２月５日～２月６日 

(ｳ) 検査内容及び処置 

内容 区分 検査時の措置 検査後の措置 

・台帳検査 

適正 ・適正である旨を通知する 

－ 不適正 

・有効期間切れ 

・不適正な部分があったことを通

知し、改善を指導する。 

 

 ●特定計量器立入検査の結果については資料編 45～46 ページに掲載 

 

⑵ 商品量目立入検査 

製造過程から小売り段階までの商品量目確保のため、｢全国一斉量目取締り実施計画｣

に基づく取締対象品目を主軸に大規模小売量販店に対して立入検査を実施し、適正な計

量管理の指導を行う｡ 
① 検査概要 

商品に量目不足を生じた店舗に対しては、口頭又は文書にて注意を喚起したり、改

善報告書の提出を求め、再検査を行いながら段階的に指導を行っている｡また、改善の

意思がないなど、悪質と認められる場合については勧告、公表等の措置を講じる｡ 

② 検査期間 

(ｱ) 前期   令和５年７月７日～８月７日 

(ｲ) 後期   令和５年１０月２５日～１１月２９日 

    

 ●商品量目立入検査の結果については資料編 47 ページ掲載 

 

⑶ 試買検査 

消費者保護と計量法に基づく適正な計量の実施の確保を図るための施策の一環とし

て、全国特定市計量行政協議会北海道地区会の定める実施要領に基づき、計量法に定め

る特定商品の内の北海道産の内容量表記商品について試買検査を実施している。 
 
●試買検査の結果については資料編 47 ページ掲載 
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3 計量の普及啓発  

⑴ 計量月間事業 

平成５年 11 月１日に新計量法が施行されたことから、同日が計量記念日となり、本市

では、11 月を計量月間として位置づけ、この機会に、広く市民に計量制度などの理解を深

めてもらい、計量の普及啓発を図ることを目的として各種事業を実施している｡ 

① 啓発ポスターの掲示 

(一社)日本計量振興協会発行の統一ポスターを市内関係機関に配布し、掲示依頼し

た｡ 

   (ｱ)  掲示期間   令和５年１１月１日～１１月３０日 

    (ｲ) 掲示場所  区役所、区民センター、保健センター、地区センター、区体育 

               館、円山動物園、その他(計 88 か所) 

 

② 広報活動関係 

｢計量月間事業｣の一環である「計量ふれあいひろば」の開催を広く市民に知っても

らうため、新聞各社をはじめとする各報道機関に情報提供を行った｡ 

   

③ ｢計量ふれあいひろば｣の開催 

身近な計量器の展示、健康測定器の展示、電気計器の展示及びパンフレットの配布

を行った。 
(ｱ)  開催期間  令和５年１０月１７日 

(ｲ) 会  場  チ・カ・ホ 駅前地下歩行空間 憩いの空間 

(ｳ) 関係団体  北海道計量検定所、(一社)北海道計量協会、 

(一社)北海道計量協会札幌支部、北海道地区電気計器運営協議会 

 

⑵  その他の普及啓発 

市民の計量に対する関心を高めてもらうことを目的に各種事業を実施した。 

① 常設展示 

平成 22 年度から、札幌エルプラザ２階の札幌市消費者センター展示コーナーに

「計量器の展示コーナー」を設置。 

② ホームページへの掲載 

「消費者センターホームページ」に札幌市計量検査所の業務内容について掲載した。
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